参考様式１

	収入

印紙
	選挙運動用自動車運送契約書


　使用者（候補者　　　　　　　　　　　　　）（以下「甲」という。）と一般乗用旅客自動車運送事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、令和８年４月２６日執行の八頭町長選挙における選挙運動用自動車の使用について、次のとおり運送契約を締結する。

１　乙は、甲が使用する選挙運動用自動車を運送し、甲は、これに対して使用料を支払うものとする。ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により八頭町に帰属することとならない場合においては、八頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例に定める手続により、甲の支払うべき金額のうち同条例の規定に定める金額を八頭町長に対し請求するものとする。

２　自動車の使用期間は、　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日までとする。

３　使用料は１日につき金　　　　　　　　　　　円（消費税相当額を含む。）とし、
総額金　　　　　　　　　　　　　　円とする。

４　無投票となり使用期間が１日となった場合の使用料は、３に関わらず金　　　　　　　　円とする。

５　この契約書に定めのない事項については、甲・乙協議の上、別に決定する。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。

　　　年　　　月　　　日

　　　　甲　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（候補者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　　　　乙　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（名称及び代表者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　備　考

１　一般乗用旅客自動車運送事業者が町長に対し請求する場合、請求書にはこの契約書に記されたとおりの住所、氏名等を記載し、印章についても、この契約書に押印したものを使用すること。

２　町費負担の対象となるのは、立候補の届出の日から選挙期日の前日（無投票の場合は、無投票となった日）までの期間中の運送につき、基準内の単価で積算した金額であること。また、選挙運動に使用できる自動車は、候補者一人につき一台に限られること。

３　候補者に係る供託物が町に帰属することとなった場合は、一般乗用旅客自動車運送事業者は、町長に対して請求することができないこと。

参考様式２
選挙運動用自動車賃貸借契約書

　賃借人（候補者　　　　　　　　　　　　　）（以下「甲」という。）と賃貸人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、令和８年４月２６日執行の八頭町長選挙における選挙運動用自動車の使用について、次のとおり賃貸借契約を締結する。

１　乙は、甲に対して、次に掲げる自動車を貸し付け、甲は、これに対して賃料を支払うものとする。ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により八頭町に帰属することとならない場合においては、八頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例に定める手続により、甲の支払うべき金額のうち同条例の規定に定める金額を八頭町長に対し請求するものとする。

（１）車　　種　　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）自動車ナンバー    　　　　　　　　　　　　
２　自動車の賃貸借期間は、　　　年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日までとする。

３　賃貸借料は１日につき金　　　　　　　　　　　　　　円（消費税相当額を含む。）とし、
総額金　　　　　　　　　　　　　　円とする。

４　この契約書に定めのない事項については、甲・乙協議の上、別に決定する。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。

　　　年　　　月　　　日

　　　　甲　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（候補者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　　　　乙　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（名称及び代表者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　備　考

１　賃貸人が町長に対し請求する場合、請求書にはこの契約書に記されたとおりの住所、氏名等を記載し、印章についても、この契約書に押印したものを使用すること。

２　町費負担の対象となるのは、立候補の届出の日から選挙期日の前日（無投票の場合は、無投票となった日）までの期間中の賃貸借につき、基準内の単価で積算した金額であること。また、選挙運動に使用できる自動車は、候補者一人につき一台に限られること。

３　候補者に係る供託物が町に帰属することとなった場合は、賃貸人は、町長に対して請求することができないこと。

参考様式３
選挙運動用自動車用燃料売買契約書

買主（候補者　　　　　　　　　　　　　）（以下「甲」という。）と売主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、令和８年４月２６日執行の八頭町長選挙における選挙運動用自動車の燃料について、次のとおり売買契約を締結する。

１　乙は、甲に対して、次に掲げる期間、燃料を供給し、甲は、これに対して代金を支払うものとする。ただし、乙は、甲に係る供託物が、公職選挙法第９３条の規定により八頭町に帰属することとならない場合においては、八頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例に定める手続により、甲の支払うべき金額のうち同条例の規定に定める金額を八頭町長に対し請求するものとする。

（１）燃　　　料　　　の　　　種　　　類　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）燃料を供給する自動車の自動車ナンバー　　　　　　　　　　　　　　　
（３）期　　　間　　　　　　年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで

２　売買代金は１Ｌにつき金　　　　　　円（消費税相当額を含む。）（若しくは給油日の店頭単価）とし、総供給量を乗じて得た金額とする。

３　乙は、甲に対して燃料を供給したときは、甲に給油伝票（供給年月日、自動車ナンバー、供給量、及び供給金額が記載された書面をいう。）を手交するものとする。

４　この契約書に定めのない事項については、甲・乙協議の上、別に決定する。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。

　　　年　　　月　　　日

　　　　甲　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（候補者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　　　　乙　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（名称及び代表者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

備　考

１　売主が町長に対し請求する場合、請求書にはこの契約書に記されたとおりの住所、氏名等を記載し、印章についても、この契約書に押印したものを使用すること。

２　町費負担の対象となるのは、立候補の届出の日から選挙期日の前日（無投票の場合は、無投票となった日）までの期間中に供給した燃料につき、基準内の単価で積算した金額であること。

３　候補者に係る供託物が町に帰属することとなった場合は、売主は、町長に対して請求することができないこと。

参考様式４
選挙運動用自動車運転手雇用契約書

　雇用人（候補者　　　　　　　　　　　　　）（以下「甲」という。）と被雇用人　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、令和８年４月２６日執行の八頭町長選挙における選挙運動用自動車の運転について、次のとおり雇用に関する契約を締結する。

１　甲は、乙を選挙運動用自動車の運転手として雇用し、その報酬を支払うものとする。ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により八頭町に帰属することとならない場合においては、八頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例に定める手続により、甲の支払うべき金額のうち同条例の規定に定める金額を町長に対し請求するものとする。

２　運転手の雇用期間は、　　　年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日までとする。

３　報酬の額は１日につき金　　　　　　　　　円とし、総額金　　　　　　　　　　　円とする。

４　この契約書に定めのない事項については、甲・乙協議の上、別に決定する。

　上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。

　　　　年　　　月　　　日

　　　　甲　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（候補者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　　　　乙　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（運転手）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　備　考

１　運転手（被雇用人）が、町長に対し請求する場合、請求書にはこの契約書に記されたとおりの住所、氏名を記載し、印章についても、この契約に押印したものを使用すること。

２　町費負担の対象となるのは、立候補の届出の日から選挙期日の前日（無投票の場合は、無投票となった日）までの期間中の雇用につき、基準内の単価で積算した金額であること。また、同一の日につき二人以上の運転手が雇用される場合には、候補者の指定する一人に限られること。

３　候補者に係る供託物が町に帰属することとなった場合は、運転手（被雇用人）は町長に対して請求することができないこと。

参考様式５

	収入

印紙
	選挙運動用ビラ作成請負契約書


発注者（候補者　　　　　　　　　　　　　）（以下「甲」という。）と請負者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、令和８年４月２６日執行の八頭町長選挙における選挙運動用ビラの作成について、次のとおり請負契約を締結する。

１　甲は、乙に対して、次に掲げるビラを発注し、乙は、これを請け負うものとする。

　（１）　規　　格　　　　　　　㎝　×　　　　　　㎝　
　（２）　数　　量　　　　　　　　　　　　　　　　枚　
　（３）　納　　期　　　　　年　　　月　　　日

２　請負代金はビラ１枚につき金　　　　円　　　　　銭（消費税相当額を含む。）とし、総額金　　　　　　　　　　　　　　円とする。

３　乙は、納期内にビラを作成し、甲に引き渡さなければならない。

４　甲は、前項の規定により、ビラの引渡しがあった後、乙に対して請負代金を支払うものとする。ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により八頭町に帰属することとならない場合においては、八頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例に定める手続により、甲の支払うべき金額のうち同条例の規定に定める金額を町長に対し請求するものとする。

５　この契約書に定めのない事項については、甲・乙協議の上、別に決定する。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　甲　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（候補者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　　　　乙　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（名称及び代表者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　備　考
１　ビラ作成業者（請負者）が町長に対し請求する場合、請求書にはこの契約書に記されたとおりの住所、氏名等を記載し、印章についても、この契約書に押印したものを使用すること。
２　ビラの規格は、長さ２９．７ｃｍ以内、幅２１．０ｃｍ以内とすること。
３　町費負担の対象となるのは、法令で定める枚数（５，０００枚）を、基準内の単価で積算した金額の範囲内であること。（２種類のビラを作成する場合、２種類を通じた枚数及び金額であること。）
４　候補者に係る供託物が町に帰属することとなった場合は、ビラ作成業者（請負者）は、町長に請求できないこと。
５　２種類のビラを同一業者で作成する場合にあっては、１種類ごとに契約を行うこと。
参考様式６
	収入

印紙
	選挙運動用ポスター作成請負契約書


発注者（候補者　　　　　　　　　　　　　）（以下「甲」という。）と請負者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、令和８年４月２６日執行の八頭町長選挙における選挙運動用ポスターの作成について、次のとおり請負契約を締結する。

１　甲は、乙に対して、次に掲げるポスターを発注し、乙は、これを請け負うものとする。

　（１）　規　　格　　　　　　　㎝　×　　　　　　㎝　
　（２）　数　　量　　　　　　　　　　　　　　　　枚　
　（３）　納　　期　　　　　年　　　月　　　日

２　請負代金は、ポスター１枚につき金　　　　　円（消費税相当額を含む。）とし、総額金　　　　　　　　　　　　　　　円とする。

３　乙は、納期内にポスターを作成し、甲に引き渡さなければならない。

４　甲は、前項の規定により、ポスターの引渡しがあった後、乙に対して請負代金を支払うものとする。ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により八頭町に帰属することとならない場合においては、八頭町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例に定める手続により、甲の支払うべき金額のうち同条例の規定に定める金額を町長に対し請求するものとする。

５　この契約書に定めのない事項については、甲・乙協議の上、別に決定する。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有する。

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　甲　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（候補者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　　　　乙　　　住　　所

　　　　　　　　　　　（名称及び代表者）

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　備　考

１　ポスター作成業者（請負者）が町長に対し請求する場合、請求書にはこの契約書に記されたとおりの住所、氏名等を記載し、印章についても、この契約書に押印したものを使用すること。

２　町費負担の対象となるのは、選挙区のポスター掲示場数の１．６倍以内の枚数につき、基準内の単価で積算した金額であること。

３　候補者に係る供託物が町に帰属することとなった場合は、ポスター作成業者（請負者）は、町長に請求できないこと。


